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授業目的 

社会の成熟に伴い医療・保健・福祉の分野は多様化専門化しつつあり、各分野

に従事する専門的な知識・技能を有する専門的職業人も増加しつつある。これら

の人々が相互に協力し合い、有効なサービスを国民に提供するための基盤整備と

して上記各分野に関する法的整備がなされてきた。本授業の目的は保健師・助産

師・看護師が業務を行うに際して必要な法律、および保健師・助産師・看護師が

他の職種と連携して活動する際に必要な法律について学び、実効あるチーム医

療・保健・福祉活動を実践評価するための基礎的知識を習得する。 

授業概要 

授業は、保健師助産師看護師法を中心に解説し、保健師・看護師・助産師の任

務を明確にする。次に、実際の業務にあたって規定されている医療業務に関する

法律（医療法、血液法など）、地域保健に関連する法律（地域保健法、母子保健

法など）を解説する。さらに、関連する他職種（医師法、薬剤師法など）および

実務に関する法律（薬事法、児童福祉法、労働安全衛生法など）を解説する。 

授業内容 

第 1回  法の概念 

第 2回  看護関連法  保健師助産師看護師法 1 

第 3回  看護関連法  保健師助産師看護師法２ 

第 4回  看護関連法  保健師助産師看護師法３ 

第 5回  看護関連法  看護師等の人材の確保の促進に関する法律 

第 6回  医事法    医療法 

第 7回  医事法    医療関係資格法１ 医師法、歯科医師法等     

第 8回  医事法    医療関係資格法２ 薬剤師法、診療放射線技師法等 

第 9回  医事法    医療を支える法 医療・介護の提供体制に関する法等 

第 10回  保健衛生法  地域保健法 

第 11回  保健衛生法  精神保健および精神障害者福祉に関する法律等 

第 12回  保健衛生法  母子保健法、がん対策基本法等 

第 13回  保健衛生法  感染症法、検疫法等 

第 14回  薬務法    医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保

に関する法 

第 15回  その他関連する法律 福祉関連法、環境法等 



 

教科書 

参考書等 

教科書：系統看護学講座 専門基礎分野 看護関係法令（医学書院） 

参考書：これだけは知っておきたい６１の法律 

その他：必要に応じて参考資料の配布およびスライド（パワーポイント）を使用

する。 

成績評価 

基準・方法 
評価は試験（100点）で評価する。 

履修要件 なし 

留意事項 

その他 
 

 


